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(57)【要約】
　本明細書は、リン脂質の混合物を含むクリーマー組成物について記載している。そのよ
うなクリーマー組成物の飲料組成物中での使用は、摂取の間に口当たり上の利点をもたら
す。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リン脂質の混合物を含むクリーマー組成物。
【請求項２】
　前記リン脂質の混合物が、ホスファチジルコリンを含有する、請求項１に記載の組成物
。
【請求項３】
　前記リン脂質の混合物が、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルエタノールア
ミン、ホスファチジン酸及びリゾホスファチジルコリンから選択される少なくとも１種の
リン脂質をさらに含有する、請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記リン脂質の混合物が、ホスファチジルコリン、ホスファチジルイノシトール、ホス
ファチジルエタノールアミン、ホスファチジン酸及びリゾホスファチジルコリンを含有す
る、請求項１～３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　ホスファチジルコリンの量が、前記混合物を基準として２０～６０％の範囲内である、
請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
　脂肪、タンパク質、糖及び緩衝塩をさらに含有する、請求項４に記載の組成物。
【請求項７】
　非乳性クリーマーである、請求項１～６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　乳性クリーマーである、請求項１～６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
　粉乳をさらに含有する、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記リン脂質が、大豆に由来する、請求項１～９のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　発泡剤をさらに含有する、請求項１～１０のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１２】
　クリーマー組成物を調製する方法であって、
リン脂質の混合物、タンパク質、糖及び緩衝塩を水中に供給するステップと、
４０～７０℃の範囲の温度で攪拌しながら混合物を十分な時間加熱するステップと、
４０～６０℃の範囲内の温度で緩衝液タンク中に混合物を維持するステップと、
７０～８０℃の範囲内の温度まで混合物を予熱するステップと、
混合物を２段階均質化するステップと、
均質化した混合物を５０～６０℃の範囲内の温度で低温殺菌するステップと、
低温殺菌した乳剤を乾燥するステップと
を含む方法。
【請求項１３】
　混合する前記リン脂質が、脂肪中に分散される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記２段階均質化が、２×１０７～４×１０７Ｐａの範囲内の圧力を第１段階で、４×
１０６～１×１０７Ｐａの範囲内の圧力を第２段階でかけることによって実行される、請
求項１２又は１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記混合物に粉乳が添加される、請求項１２～１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記混合物を加熱した後に均質化が実行される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
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　前記均質化が、２段階均質化である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記２段階均質化が、２×１０７～４×１０７Ｐａの範囲内の圧力を第１段階で、４×
１０６～１×１０７Ｐａの範囲内の圧力を第２段階でかけることによって実行される、請
求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載のクリーマー組成物を含有する飲料。
【請求項２０】
　コーヒー、紅茶、カカオ、清涼飲料及びアルコール飲料から選択される、請求項１９に
記載の飲料。
【請求項２１】
　インスタント飲料製品である、請求項１９又は２０に記載の飲料。
【請求項２２】
　そのまま飲める飲料である、請求項２１に記載の飲料。
【請求項２３】
　液体ベースで希釈可能である、請求項２２に記載の飲料。
【請求項２４】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載のクリーマー組成物の飲料中での使用。
【請求項２５】
　前記飲料が、コーヒー、紅茶、カカオ、清涼飲料及びアルコール飲料から選択される、
請求項２４に記載の使用。
【請求項２６】
　前記飲料が、インスタント飲料製品である、請求項２４又は２５に記載の使用。
【請求項２７】
　前記飲料が、そのまま飲める飲料である、請求項２６に記載の使用。
【請求項２８】
　前記飲料が、液体ベースで希釈可能である、請求項２７に記載の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲料用のクリーマー組成物、そのようなクリーマー組成物の調製方法、及び
口当たり上の利点をもたらすための、飲料組成物中でのそのようなクリーマー組成物の使
用に関する。
【背景及び先行技術】
【０００２】
　クリーマー用の組成物は、当技術分野でよく知られている。多くのクリーマーが、消費
者の知覚又は好みに応じて、白色化、淡色化又はクリーミングを必要とする飲料に添加す
るために、粉末の形態で提供されている。クリーマー配合物は、液体又は冷凍の形態でも
使用可能である。液体クリーマーは、カプセル又はサシェ等の１回分包装、並びに多回分
包装の形でしばしば見られる。
【０００３】
　多くのインスタント飲料を調製するために使用される現在の乾燥混合物、特にインスタ
ントフレーバーコーヒー飲料は、一般に、脂肪又は油、炭水化物、タンパク質、乳化剤、
安定剤、及び緩衝剤を含有する脂肪乳剤である。これらの構成成分の量は、クリーマーが
粉末、液体又は冷凍のいずれであるかによって変動する。一般に、粉末クリーマーは、脂
肪を約２５％～５０％、炭水化物を３５％～６５％、タンパク質を３％～１２％、乳化剤
を１％～５％、緩衝剤を１％～３％、及び安定剤を０．５％～３％含有する。概して、粉
末クリーマーは、各構成成分を含有する溶液に噴霧乾燥を施すことによって生成される。
消費者は、通常、平均で７．５％の固形物、より一般的には、個人的な味の好みに従って
５％～１０％の範囲内の固形物を使用して、フレーバーインスタント飲料を調製する。残
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念なことに、固形物の供与量が５～１０％であると、現在の乾燥混合物から調製されたイ
ンスタント飲料が、薄くて水っぽく、泡だらけの／泡立った泡を全く生じないことに気が
つく。それらには、そのような製品の消費者が望んでいる、クリーミーな口当たり、濃厚
さ、フレーバー効果及び甘味にも欠けている。
【０００４】
　ＥＰ１１９９９４８（Ｐｒｏｃｔｅｒ＆Ｇａｍｂｌｅ）は、インスタント飲料製品の製
造に使用される溶解剤に関する。溶解剤は、レシチン、プロピレングリコール、エトキシ
化モノ及びジグリセリド、並びに、低級ポリオール脂肪酸エステルを含む乳化剤の特別な
ブレンドである。
【０００５】
　概して、クリーミーな飲料、具体的には、クリーミーなコーヒー飲料は、一般に、微細
分散脂肪（均質化脂肪）に基づいて口当たりをもたらす。この乳化脂肪は、液体の若しく
は噴霧乾燥した非乳性クリーマー、全乳、又は低脂肪乳によって得ることができる。しか
し、現在のフレーバーコーヒー飲料中に普通の量で見出される脂肪では、十分な口当たり
上の利点が得られない。こうした口当たり上の利点は、脂肪の量を増加させることによっ
て改善され得る。しかし、脂肪の量を増加させると、酸化反応に対する脂肪の不安定性、
異臭の発生、非乳性クリーマーの乳剤の潜在的な不安定性、及び増加させた脂肪の栄養学
的効果等の、他の問題が生まれる。
【０００６】
　したがって、脂肪含有量を増加させずに、飲料に改善された口当たりをもたらす、任意
の種類の飲料用の多用途クリーマーを提供することが望ましい。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明によると、リン脂質の混合物を含むクリーマー組成物を提供する。
【０００８】
　本発明はまた、クリーマー組成物を調製する方法を提供する。この方法は、リン脂質の
混合物、タンパク質、糖及び緩衝塩を水中に供給するステップと、４０～７０℃の範囲の
温度で攪拌しながら十分な時間混合物を加熱するステップと、緩衝剤タンク中に混合物を
維持するステップと、均質化（任意選択で２段階で）するステップと、低温殺菌するステ
ップと、任意選択で低温殺菌した乳剤を乾燥するステップとを基本的に含む。
【０００９】
　本発明はまた、リン脂質の混合物、タンパク質、糖及び緩衝塩を水中に供給するステッ
プと、４０～７０℃の範囲の温度で攪拌しながら十分な時間混合物を加熱するステップと
、４０～６０℃の範囲内の温度で混合物を緩衝剤タンク中に維持するステップと、７０～
８０℃の範囲内の温度まで短時間（１～３分）混合物を予熱するステップと、混合物を２
段階均質化するステップと、５０～６０℃の範囲内の温度での均質化した混合物を低温殺
菌するステップと；任意選択で低温殺菌した混合物を外界温度に冷却するステップと；低
温殺菌した乳剤を乾燥するステップとを含む、クリーマー組成物を調製する好ましい方法
を提供する。
【００１０】
　本発明は、インスタント飲料製品及びそのまま飲める飲料をさらに提供する。
【００１１】
　本発明はまた、１種又は複数の口当たり上の利点（本明細書で定義するような）をもた
らすための飲料中でのクリーマー組成物の使用であって、クリーマー組成物が上で定義し
たとおりのものである使用を提供する。
【００１２】
　従属請求項が、特許請求した主題の好ましい実施形態を定義する。
【発明の詳細な説明】
【００１３】
　本発明のクリーマー組成物は、任意の種類の飲料に改善された口当たりをもたらすこと
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が判明した。
【００１４】
　本発明に関しては、「口当たり」という用語は、「ぬるぬる」又は「ねばねば」のない
、「クリーム状」、「濃厚さ」、「こく」、「複雑さ」、「こくのある濃厚さ」及び「と
ろみ」を指す。
【００１５】
　本明細書で使用する場合、「インスタント飲料」及び「可溶性飲料」という用語は、水
、特に湯に相対的に溶解性であり、水性液体又は希釈剤等の液体ベース、すなわち水、牛
乳又は他の水性媒体と通常混合して、すぐ飲める又はそのまま飲める飲料が得られる、イ
ンスタント又は可溶性のコーヒー製品等の飲料製品を指すために互換的に使用される。
【００１６】
　これらの製品は、乾燥混合物、粉末、濃縮物、又は乳剤の形態で、メーカーによって消
費者へ販売され、指示又は個人の嗜好に従って、給仕及び／又は摂取の時点或いはその近
くで、消費者によって調製される。
【００１７】
　本発明によると、クリーマー組成物はリン脂質の混合物を含む。リン脂質の混合物の主
構成成分は、ホスファチジルコリン（レシチン）である。
【００１８】
　「レシチン」という用語は、従来のレシチン、アセチル化レシチン及び他の好適なレシ
チン又はレシチン様化合物を含む。
【００１９】
　本発明の好ましい実施形態では、リン脂質の混合物は、ホスファチジルイノシトール、
ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジン酸及びリゾホスファチジルコリンから
選択した少なくとも１種のリン脂質をさらに含有する。
【００２０】
　リン脂質の混合物は、通常、少量のジガラクトシルジグリセリド（ＤＤ）、ステリルグ
ルコシド（ＳＧ）、及びステリルグルコシドエステル（ＳＧＥ）等の糖脂質をさらに含有
する。原則として、リン脂質の混合物中の糖脂質の量は、２０％を超えない。
【００２１】
　リン脂質の混合物は、高純度リン脂質の調製品、並びに、食品産業及び製菓産業で概し
て使用する混合物から誘導することができる。それらの例は、液状（脂肪中）又は粉末若
しくはペースト状（脱脂）の形態の脱脂レシチン、及び脂肪中のレシチン、すなわち、脂
肪に溶解したリン脂質である。
【００２２】
　本発明の特に好ましい実施形態では、クリーマー組成物は、ホスファチジルコリン、ホ
スファチジルイノシトール、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジン酸及びリ
ゾホスファチジルコリンを含有するリン脂質の混合物を含む。混合物中のホスファチジル
コリンの量が総混合物を基準として２０～６０％の範囲内である場合、優れた口当たりを
達成し得ることが示された。
【００２３】
　本発明によると、リン脂質源に関して制限はない。動物又は植物源からそれらを選択す
ることができる。本発明の好ましい実施形態では、リン脂質は大豆に由来する。
【００２４】
　本発明のクリーマー組成物はまた、脂肪、タンパク質、糖及び緩衝塩等の他の成分も含
有する。
【００２５】
　脂肪の役割は白色化及び芳香に関係するが、通常、舌触り（ｔｅｘｔｕｒｅ）に対する
その影響は、油っぽい又は滑らかな感覚に寄与することに限定されている。白色化及び芳
香は、脂肪球のサイズに関係する。
【００２６】
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　原則的に、クリーマー組成物に任意の脂肪、すなわち、動物性又は植物性脂肪を使用す
ることができる。好ましくは、植物性脂肪であることが好ましく、その例は、硬化パーム
核油である。代替として、大豆油又はひまわり油を使用することができる。
【００２７】
　添加する脂肪は、リン脂質の量に関係する。脂肪のリン脂質に対する比は、好ましくは
、０～３０の間、例えば１０～２０の間等である。
【００２８】
　通常、油水面を安定化することによってクリーマー組成物を安定化するために、少量の
タンパク質が必要である。通常、タンパク質の量は、脂肪含有量の５％～１０％の間であ
る。好ましくは、カゼインナトリウム又はカルシウムを、好適な安定化タンパク質として
使用する。
【００２９】
　本発明のクリーマー組成物はまた、糖構成成分を含有する。原則的に、あまり甘くない
糖が好ましい。実用的な甘味料は、天然及び人工甘味料を含む。好ましい天然甘味料は、
比較的低いデキストロース当量を有するマルトデキストリンである。マルトデキストリン
ＤＥ２１が好ましいことが示された。糖の量は変えてもよい。一般に、糖は、クリーマー
組成物を基準として、１０～７０％、好ましくは３０～６０％の量で存在する。
【００３０】
　通常、クリーマー組成物はまた、組成物全体を安定化するために緩衝塩の組合せを含む
。好適な緩衝塩の例は、リン酸カリウム／ナトリウム及びヘキサメタリン酸ナトリウム／
カリウム等のアルカリ金属リン酸塩である。さらに、クエン酸塩を錯化剤として使用して
もよい。さらに、ケイ素アルミン酸塩を使用してもよい。緩衝塩の量は、クリーマー組成
物を基準として１０％以下とすべきである。
【００３１】
　本発明のクリーマー組成物は、非乳性クリーマー又は乳性クリーマーとして提供するこ
とができる。非乳性クリーマーは、乳構成成分を含んでいない。乳性クリーマー組成物に
は、通常、例えば、脱脂粉乳（ＳＭＰ）及び／又は無塩バター粉乳等の粉乳を含有する。
一般に、クリーマー組成物中の粉乳の含有量は、５０％を超えない。
【００３２】
　適切な場合、本発明のクリーマー組成物は、発泡剤を含有することができる。好適な発
泡剤は、例えば、組成物中に含有されている酸性の構成成分と反応する場合に二酸化炭素
を発生する、食用の水溶性炭酸塩又は重炭酸塩である。
【００３３】
　さらに、通常、クリーマー組成物に水を少量添加する。一般に、クリーマー組成物全体
を基準として１～１０％の量で存在する。
【００３４】
　驚くべきことに、本発明のクリーマー組成物に含有されるリン脂質は、渋みを低減しな
がら、口当たり、特にこく、滑らかさ及びマウスコーティングを改善することが示された
。特に、使用するリン脂質は、今日の要求を満たす非乳性用途に好適である。特に、乳糖
に対して耐性がない人々が、コーヒー又は紅茶にクリーム状にする／白くするために、本
発明の非乳性クリーマー組成物を好適に摂取し得る。
【００３５】
　本発明のクリーマー組成物は、少量の添加で素晴らしいクリーミング効果を示す。通常
、飲料の０．１～０．３ｇ／１００ｍｌあれば優れた口当たりをもたらすのに十分である
。その量は、個人の嗜好並びに使用したリン脂質の種類及び組成物に左右されよう。リン
脂質の効果は、それらを０．０１～１０ｇ／１００ｍｌの間の最終量まで添加するときに
見出すことができる。
【００３６】
　本発明のクリーマー組成物は、所望の成分の混合、加熱、均質化、低温殺菌及び任意選
択の乾燥によって調製される。様々な該ステップをどの程度実行しなければならないかは
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、特定の成分及び使用するリン脂質の混合物に左右されよう。
【００３７】
　主題の発明の好ましい実施形態では、以下の方法を使用した。本発明のクリーマー組成
物を、例えば、以下のステップを含む方法によって調製し得る。
リン脂質の混合物、タンパク質、糖及び緩衝塩を水中に供給するステップと、
４０～７０℃の範囲の温度で攪拌しながら十分な時間混合物を加熱するステップと、
４０～６０℃の範囲内の温度で緩衝剤タンク中に混合物を維持するステップと、
７０～８０℃の範囲内の温度まで混合物を予熱するステップと、
混合物を２段階均質化するステップと、
均質化した混合物を５０～６０℃の範囲内の温度で低温殺菌するステップと、
低温殺菌した混合物を外界温度に冷却するステップと、
分散液を乾燥するステップ。
【００３８】
　なお、２段階均質化及び乾燥は概して任意選択であることに留意されたい。
【００３９】
　好ましくは、方法をｌｉｑｕｉｖｅｒｔｅｒで実施する。
【００４０】
　リン脂質混合物、タンパク質、糖及び緩衝塩は、本明細書で上に定義したとおりである
。
【００４１】
　リン脂質混合物を液体の形態で使用する場合、硬化パーム核油等の融解した脂肪と共に
添加する。
【００４２】
　混合物の加熱は、好ましくは３０分から２時間の間実行する。
【００４３】
　２回の均質化を実行した場合に、舌触りの改善を有利に達成し得ることが示されてきた
。１回目の均質化では、リン脂質を脂肪なしで分散するが、２回目の均質化では、微細油
滴を作り出す。
【００４４】
　通常、口当たり及び白色化の問題に関しては、高均質化圧力が好適である。一般に、３
×１０７Ｐａ（３００バール）より高い圧力を、少なくとも１回の均質化段階でかける。
【００４５】
　本発明のクリーマー組成物を調製するための方法の好ましい実施形態では、２段階均質
化を、２×１０７～４×１０７Ｐａ（２００～４００バール）、好ましくは３×１０７～
３．５×１０７Ｐａ（３００～３５０バール）の範囲内の圧力を第１段階でかけること、
４×１０６～１×１０７Ｐａ（４０～１００バール）、好ましくは５×１０６～７×１０
６Ｐａ（５０～７０バール）の範囲内の圧力を第２段階でかけることによって実行する。
【００４６】
　低温殺菌した乳剤は、噴霧乾燥又は凍結乾燥によって乾燥することができる。得られる
製品は、さらに処理し得る粉末様物質である。
【００４７】
　乳性クリーマー組成物の製造を所望する場合、脱脂粉乳等の粉乳を混合物に添加する。
この場合、混合物を加熱した後に均質化を実行すべきである。好ましくは、この均質化は
２段階均質化である。好ましい実施形態では、２段階均質化を、２×１０７～４×１０７

Ｐａ（２００～４００バール）、好ましくは２．５×１０７～３．５×１０７Ｐａ（２５
０～３５０バール）の範囲内の圧力を第１段階でかけること、４×１０６～１×１０７Ｐ
ａ（４０～１００バール）、好ましくは５×１０６～７×１０６Ｐａ（５０～７０バール
）の範囲内の圧力を第２段階でかけることによって実行する。所望であれば、次いで、使
用したリン脂質混合物に応じて脂肪を添加することができる。
【００４８】
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　本発明によると、上で定義したとおりのクリーマー組成物を含有する飲料が提供される
。好ましくは、飲料は、コーヒー、紅茶、カカオ、清涼飲料及びアルコール飲料から選択
する。本発明の特定の好ましい実施形態では、飲料は、インスタント飲料製品又はそのま
ま飲める飲料である。
【００４９】
　インスタント飲料並びにそのまま飲める飲料は、次いで消費者によって調製される、水
性の液体等の液体ベースで希釈可能である。
【００５０】
　好ましいインスタント飲料は、コーヒー（又は紅茶）、糖及び本発明のクリーマー組成
物を含有する粉末飲料である。
【００５１】
　本発明はまた、飲料中でのクリーマー組成物の使用を対象とする。飲料は、コーヒー、
紅茶、カカオ、清涼飲料及びアルコール飲料から選択する。飲料は、インスタント飲料製
品又はそのまま飲める飲料であることができる。好ましくは、飲料は、水性の液体等の液
体ベースで希釈可能である。
【００５２】
　飲料固形物（例えば、インスタントコーヒー粒子）を、任意の簡便な方法によって調製
し得る。インスタントコーヒー構成成分は、市場で販売されている市販の各インスタント
コーヒー、又はそれらの組合せの１つのいずれでもよい。これらは、噴霧乾燥インスタン
トコーヒー粉末、凝集物及び凍結乾燥塊を含む。コーヒーは、任意の単一の種類のコーヒ
ー又は様々な種類のブレンドでもよい。コーヒーは、カフェイン除去してもしなくてもよ
い。好ましくは、飲料は、飲料の総重量を基準として、約３重量％～約２５重量％、より
好ましくは、約５％～約２０％、さらにより好ましくは、約６重量％～約１５重量％のイ
ンスタントコーヒーを含む。
【００５３】
　可溶性コーヒーも使用し得る。任意の簡便な方法によって可溶性コーヒーを調製し得る
。様々なそのような方法が当業者に知られている。一般に、可溶性コーヒーを、コーヒー
豆のブレンドを焙煎及び挽くこと、焙煎及び挽いたコーヒーを水で抽出して水様のコーヒ
ー抽出物を形成すること、並びに抽出物を乾燥（例えば、噴霧乾燥又は凍結乾燥による）
してインスタントコーヒーを形成することによって調製する。
【００５４】
　クリーマー組成物の水含有量は、組成物の性質、及びそれが乾いた形であるか湿った形
であるか、例えば、粉末、ペースト状又は液体であるかによって異なる。
【００５５】
　乾燥組成物に関しては、水は、組成物を基準として１～１０％、最も好ましくは約２～
１０％の量で存在する。
【００５６】
　液体組成物に関しては、水の含有量は、組成物を基準として５０～９９％、最も好まし
くは約８０～９５％である。
【実施例】
【００５７】
　本発明を、以下の限定されない実施例によって例示する。
【００５８】
　すべての値は、特に別段の指定のない限り、重量による。本発明による実施例及び比較
例を、それぞれ数字及び文字によって示す。
【００５９】
実施例１
　以下の非乳性クリーマー組成物を調製する。
【００６０】
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【表１】

【００６１】
実施例２
　以下の乳性クリーマー組成物を調製する。
【００６２】
【表２】

【００６３】
　両方のクリーマー組成物は、試験員団によって試験された。これらの組成物は、コーヒ
ーと混合したときに優れた口当たりをもたらすと評価された。
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